
幼稚園教育職員に関する条例及び規則の改正一覧 

１ 地方公務員育休法及び育児・介護休業法の改正に伴う条例・規則改正 

 

２ 育児を行う職員の早出遅出勤務の要件拡大（教育委員会規則） 

  現行の要件に加え、職員が次に掲げる子を送迎する場合を新たに追加する。 

 ① 放課後等デイサービスを行う事業を利用する子 

 ② 子育て援助活動支援事業における各援助を行う場所を利用する子 

 ③ 地域生活支援事業として実施する日中における一時的な見守り等の支援を行う施設を利用する子 

 ④ 学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業として実施する放課後等における学習その他の活

動を行う場所を利用する子 

 ⑤ 不登校児童生徒の復帰の支援事業として運営する適応指導教室を利用する子で、職員の送迎が必要とさ

れる子 

 ⑥ 特別支援学級を設置する学校に通学する子（当該子が在籍する学校以外の場所に通学する子に限る。） 

 

 

 

３ 幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規則の一部改正 

（１）幼稚園教育職員の給与に関する条例改正にあわせ、支給月数の改正を行う。 

 

（２）勤勉手当の支給割合における欠勤等日数の算定において、１か月以下の育児休業、３０日を超えない部

分休業、介護休暇及び介護時間 は、欠勤等日数に算定しない。 

 

４ 幼稚園教育職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則の一部改正 

  国に退職派遣された幼稚園教育職員の再採用に係る号給決定について、人事交流により異動した場合の号

給決定の規定を適用できるよう規定を整備する。 

 法 律 項 目 内 容 対象事項 
改正する条例・規則 

条 例 規 則 

１ 地方公務員の育児休業等に

関する法律 

育児休業等の対象となる子の範囲

の見直し 

育児休業等の対象となる子の範囲を 

現行の ①職員と法律上の親子関係にある子 に 

②職員が特別養子縁組の成立に係る監護を現に行う子 

③里親である職員に委託されており、かつ、当該職員が

養子縁組によって養親となることを希望している子 

④養子縁組を希望する職員に対し、養育里親として、児

童相談所から委託された子（当該職員が養子縁組里親と

なることを希望したが、実親の同意が得られず、養育里

親になった場合に限る。） 

を加える。（④は教育委員会規則で規定） 

 

 

育児休業 職員の育児休業等に関する条例 

※幼稚園教育職員を含む 

※政策経営部所管 

職員の育児休業等に関する条例

施行規則 育児短時間勤務 

部分休業 

育児を行う職員の深夜勤務

の制限 

幼稚園教育職員の勤務時間、休

日、休暇等に関する条例 

幼稚園教育職員の勤務時間、休

日、休暇等に関する条例施行規則 

３歳に満たない子の育児を

行う職員の超過勤務の免除 

育児を行う職員の超過勤務

の制限 

育児を行う職員の早出遅出

勤務 

子の看護休暇、育児参加休暇 

２ 育児休業、介護休業等育児

又は家族介護を行う労働者

の福祉に関する法律 

介護のための所定外労働の免除 介護を行う職員が超過勤務の免除を希望し、公務の運営

に支障がないと認めるときは、超過勤務を免除する。 

介護を行う職員の超過勤務

の免除 

幼稚園教育職員の勤務時間、休

日、休暇等に関する条例 

幼稚園教育職員の勤務時間、休

日、休暇等に関する条例施行規則 

介護のための所定労働時間短縮措

置 

介護休暇とは別に、 

・要介護者を介護するため、勤務しないことが相当であ

ると認められる場合は、１日の勤務時間の一部を勤務

しないことを承認する。（条例） 

・連続する３年の期間間において、介護のため１日につ

き２時間の範囲内で勤務しないことを承認する。（教育

委員会規則） 

介護時間 

介護休暇の分割取得 ３回を超えず、通算して６月を超えない範囲内で取得で

きることとする。（教育委員会規則） 

介護休暇  
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平成 29 年 3 月 28 日 

指 導 課 


